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明治安田生命保険代理社の解散および業務停止処分の解除について 

 

明治安田生命保険相互会社(社長  松尾 憲治)の 100%子会社である株式会社明治安田生命保険代

理社(社長  黒木 增夫)は、業務改善計画に基づき、本日（2006 年 3 月 31 日）付で、解散いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

また同日付で、関東財務局より「業務停止処分」が解除されましたことをあわせてご報告いたし

ます。 

今後につきましても、法令遵守および内部管理態勢を強化し、「お客さまを大切にする会社」の

実現に向け、お客さま・社会からの信頼回復と業務の改善を推進してまいります。 

 

記 

 

１．明治安田生命保険代理社の解散について 

・明治安田生命保険代理社は、本日（2006 年 3 月 31 日）付で解散いたしました。 

・同社の解散に伴い、ご加入いただいておりますご契約のご担当窓口を、2006 年 4 月 1 日から  

「明治安田生命保険相互会社 エージェント業務部」や最寄りの支社・営業所等に変更いたし

ます。 

・なお、同社エージェントにつきましては、希望者について改めて明治安田生命の生命保険募集

人として活動できるよう体制を整備いたしました。 

２．明治安田生命保険代理社に対する「業務停止処分」の解除について 

・明治安田生命保険代理社は本日（2006 年 3 月 31 日）付で、関東財務局より、保険業法第 307

条に基づく「業務停止処分」が解除されました。 

・本解除に伴い、上記エージェントを通じてサービスをご提供させていただく「明治安田生命保

険相互会社 エージェント業務部」につきましては、2006 年 4 月 3日から営業を開始いたしま

す。 
 

明治安田生命保険代理社のエージェントを通じてご加入いただいているご契約について 

・同社のエージェントを通じてご加入いただいているご契約につきましては、本解散等によってご

契約内容が変更されることは一切ございません。 

・また、今後のお客さまサービスにつきましては、明治安田生命エージェント業務部および最寄り

の支社・営業所等が責任をもってご担当させていただきます。 

【ご照会窓口】明治安田生命保険相互会社 コミュニケーションセンター 

   フリーダイヤル ０１２０－６６２－３３２ 

 明治安田生命保険相互会社 エージェント業務部 

℡０３－３２９４－３２２１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 


